
サンプルテキスト

   

  

ニュースコンテナ記事 No．２                                                     ■ 発行 ２００６．５．１０       

ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン 

一水和物による健康障害を防止するための指針 
 

 

 

    

      

〒336 -0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

TEL.048-887-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
この指針は、労働安全衛生法 第 28 条第 3 項の規定に基づき公表されたもので、ヒドラジン類‐＊の

製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定められています。 

【暴露低減のための措置】 

当該事業場におけるヒドラジン類等の製造量、取扱量、作業頻度、作業時間、作業態様等を考慮し、

必要に応じて作業環境管理及び作業管理に係る措置を講ずること。 

例：使用条件等の変更、作業工程の改善、暴露されない作業位置･姿勢･方法の選択、 

保護具の使用、設備･装置等の操作、調製及び点検 

【作業環境測定】 

 屋内作業場について空気中ヒドラジン類濃度を 6 ヶ月以内ごとに 1 回測定し、結果及びその評価の

記録を 30 年間保存するよう努める。また、その結果に基づき、作業環境改善のための措置を講ずる

こと。 

【労働衛生教育】 

 ヒドラジン類の性状･有害性、健康障害、その予防方法及び応急措置、関係法令などについての教育

を 4.5 時間以上実施する。 

【労働者の把握】 

 ヒドラジン類等を製造、取扱う業務に常時従事する労働者について 1 ヶ月を超えない期間ごとに、

次の事項を記録する。 

・労働者の氏名  ・業務概要及び従事期間  

・汚染事態が生じた場合は、その概要及び応急措置の概要 

尚、これらの記録は当該記録を実施した日から 30 年間保存する。 

【危険有害性等の表示】 

 ヒドラジン類について、化学物質等安全データシートの交付及び労働者への有害性の周知等を実施

する。また、容器･包装等にラベルを付す。 

 

＊ヒドラジン及びその塩、ヒドラジン一水和物、ヒドラジン類を含有するもの（ヒドラジン類の含有量が重

量の 1％以下のものを除く） 
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